
鳥取大学附属学校文書決裁規程 

 

第１条  鳥取大学附属学校（以下「附属学校」という。）における文書の名義及び決裁に

ついては，鳥取大学文書決裁規程（平成 18 年鳥取大学規則第８号）に定めるもののほ

か，この規則の定めるところによる。 

第２条  附属学校における文書の名義は，当該学校長とする。 

第３条 附属学校における起案文書は，当該学校長の決裁を受けるものとする。 

第４条 接受文書で供閲文書として起案するときは，受信者の決裁を受けるものとする。 

第５条 第３条の規定にかかわらず，別表に掲げる日常的な事項の決裁については当該副

校長が専決するものとする。 

第６条 前条に定める専決事項その他この規程の運用に関し疑義があるときは，当該校長

が決定する。 

 

    附 則（平成１６年鳥取大学附属学校部規則第１８号） 

 この規程は，平成１６年４月１９日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。 

    附 則（平成２１年鳥取大学附属学校部規則第５号） 

 この規程は，平成２１年５月１４日から施行し，改正後の鳥取大学附属学校文書決裁規

程の規定は，平成２１年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２６年鳥取大学附属学校部規則第１０号） 

 この規程は，平成２６年６月４日から施行し，改正後の鳥取大学附属学校文書決裁規程

の規定は，平成２６年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別 表 

 

   専決事項 

      １ 指導要録の抄本及び写の送付 

      ２ 生徒の調査書その他必要な書類の送付 

      ３ 児童，生徒及び幼児の健康診断の計画及びその実施 

      ４ 児童，生徒及び幼児の健康診断票及び歯の検査表の送付 

      ５  健康診断の結果の通知に関する文書 

      ６ 学校給食及び学校安全会に関する文書 

      ７ 諸証明書の発行 

      ８ 学級費，図書費の会計に関する内部監査 

      ９ 教育関係諸調査に関する報告文書 

    １０  教科用図書の給与事務 

    １１ 生徒の対外試合許可 

    １２ 特別活動（児童会活動）の運営 

    １３ 学級参観依頼承認 

    １４ 校舎，運動場等の維持 

    １５ 教材，教具及び校具並びに図書の維持及び活用 

    １６ 消防計画，退避訓練に関する計画の作成と実施 

    １７ ＰＴＡとの渉外 

    １８ プールの使用 

    １９ 公立の小・中・特殊学校及び幼稚園との渉外 

    ２０ 県・市・校長会，教頭会に関する文書 

    ２１ 学校だよりの発行 


